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Ⅱ 環境都市の創造 

 

１ 廿日市市環境基本計画の施策の体系 

 

「廿日市市環境基本計画」は、本市の環境を保全・創造するために必要な基本的事項につ

いて定めており、本市の環境に関する最上位計画に位置付けし、「第5次廿日市市総合計画」
を環境面で補完する役割を担い、具体的な環境施策を示すとともに環境行動の指針となって

います。 

環境基本計画には、将来の廿日市市のあるべき環境の姿として、望ましい環境像を定めて

います。この環境像を実現するために、5つの基本施策が設定されています。また、環境基

本計画は、主に主体別行動計画、地域別環境配慮指針、事業別環境配慮指針、率先実行計画

で構成されています。 
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２ 主体別行動計画に基づき実施した5つの施策 

 

（１）自然環境 

①海のクリーンアップ作戦（海岸清掃活動の展開） 

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会の提唱により、平成5年度から阿品・地御前地

区の2ヶ所で海岸清掃を実施しています。平成25年度は約360名の参加がありました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②宮島ラムサール条約連絡協議会の発足 

   ラムサール条約とは、国際的に重要な湿地やそこに生息する動植物の保全を促進するこ

とを目的とした条約であり、平成24年7月、宮島がラムサール条約に登録されました。 

また、平成25年8月に宮島ラムサール条約連絡協議会を発足し、市民の方や有識者、国･

広島県･廿日市市が構成員となり、ラムサール条約の趣旨に沿った取り組みについて話し

合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ラムサール条約登録湿地関係市町村会議に加入 

   平成25年4月、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議に加入し、ラムサール条約登録
湿地を有する先進地域を視察することにより、宮島の湿地保全活動を促進させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会の様子） 

（漫湖の水鳥湿地センター内：沖縄県） 
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（２）生活環境 

①合併処理浄化槽設置費補助（生活排水対策の推進） 

生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁を防止するため、平成6年度から公共下

水道事業策定区域及び農業集落排水処理施設または団地浄化槽等の集合処理施設による

処理区域以外の区域において、住宅用建物に設置されている汲み取り便所や単独処理浄化

槽を合併処理浄化槽へ付け替える人を対象に設置費用の一部を補助しています。 

平成20年度以降の補助金額（括弧内は吉和地域）は、5人槽が296千円（316千円）、7
人槽が364千円（391千円）、10人槽が482千円（522千円）としています。 

公共下水道事業処理区域の拡大及び建物の新築・建て替えに伴う浄化槽の設置の増加に

より補助基数が減少していることが考えられます。 

 

（表Ⅱ－１）    合併処理浄化槽設置費補助実績（地域別） 

（単位：基） 

年度 
 補  助  基  数 

廿日市 佐伯 吉和 大野 計 

平成 21年度 13 27 0 2 42 

平成 22年度 17 15 1 9 42 

平成 23年度 15 20 0 9 44 

平成 24年度 9 22 0 6 37 

平成 25年度 8 7 0 6 21 

 

②環境保全協定（大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・悪臭対策など） 

住民の健康を保護するとともに、地域の生活環境を保全することを目的に、工業団地等

の各事業所と環境保全協定を締結しています。 

環境保全協定では、各地域における環境保全を実施するため、敷地内の緑化等環境整備

及び公害防止対策（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動）などについて規定しています。 

 

（表Ⅱ－２）          協定締結事業所数       (平成26年3月末現在) 

 
木材工業団

地(Ⅰ)期 

木材工業団地

(Ⅱ)期 

宮内 

工業団地 

佐伯 

工業団地 
その他 合計 

事業所総数 117 10 25 17 20 189 

 

③電動生ごみ処理機購入費補助（ごみの減量化の推進） 

ごみ減量化を図るため、電動生ごみ処理機の購入費補助を行いました。補助事業の実

績は(表Ⅱ－３）のとおりです。 

補助金利用者を対象に、３年間のアンケート調査（購入後６カ月、以降年１回）を実

施しており、そのアンケート調査では、ごみの減量効果があったと答えた方が全体の３分

の２以上という結果が出ています。また、処理後の生ごみを肥料として使えるため、畑等

で助かっているという声もありました。 
 

（表Ⅱ－３）     電動生ごみ処理機購入費補助（地域別） 

     （単位：台） 

年度 廿日市 佐伯 吉和 大野 合計 

平成 21年度 16 1 0 9 26 

平成 22年度 10 2 0 9 21 

平成 23年度 40 3 0 18 61 

平成 24年度 29 4 1 14 48 

平成 25年度 16 2 0 7 25 
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④資源回収推進報奨金交付（リサイクル・リユース活動の推進）  

子ども会等の登録団体が行う地域資源回収活動に対し、報奨金を交付することにより、

資源回収活動の活発化を図るとともに、地域で実践活動し、再資源化に対して理解を深め

ています。資源回収量等の実績は（表Ⅱ－４）のとおりです。 

実施団体数が減少しているため資源回収量が減少しました。地理的に実施が困難となっ

ている吉和・宮島地域への活動の拡大が課題となっています。 

 

（表Ⅱ－４）            資源回収量等実績 

 

 

（３）快適環境 

道路・街路整備等（人にやさしく円滑な道路交通の確保） 

市道畑口寺田線で排水性舗装を採用しました。歩道についても改修工事をする際には

透水性舗装を採用しています。市道の舗装において、再生アスファルト合材を積極的に

使用し、環境への負荷を小さくするように努めています。 

また、広電廿日市駅をバリアフリー化し、整備しました。 

 

 

（４）地球環境 

①住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金(新エネルギーの利用促進) 

   平成22年度から地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図り、新エネルギーの導入を

促進するため、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置される方に対し、補助金を

交付しましたが、新エネルギービジョンにおける目標値(3839t-CO2 平成26年度)を達成
する見込みから、平成25年度で終了しました。 

   補助決定分の太陽光発電によりCO2が年間約2000t削減されました。 

 

（表Ⅱ－５） 住宅用太陽光発電システム等補助実績 

年度 H22 H23 H24 H25 合計 

件数 137 198 198 227 760 

 

 

②LED防犯灯設置・取替への補助(省エネルギーの推進) 

 二酸化炭素排出削減による環境への負荷低減や安全・安心なまちづくりを促進するため、

防犯灯の設置等に要する経費に補助金を交付しました。 

 市内に設置されている防犯灯について、概ね8300灯のうち累計で4900灯（59％）がLED

化されました。 

 

（表Ⅱ－６） LED防犯灯設置・取替等補助実績 (平成25年度) 

 

 

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

地域 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 

実施団体数 66 5 36 58 6 36 59 6 35 53 6 35 50 4 35 

回
収
実
績 

 

古紙類 495 40 912 487 45 912 489 40 919 452 42 820 400 42 778 

古衣類 8 0 3 8 0 3 8 0 1 7 0 0 6 0 0 

金属類 10 5 28 9 5 34 9 5 25 7 2 20 6 3 21 

空瓶類 4 0 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 

(t) 小 計 517 45 945 507 51 949 508 45 947 468 45 842 413 45 800 

年度合計 1,507 1,507 1,500 1,355 1,258 

新規（共架） 新規（専用柱） LED器具取替え 合計

71灯 16灯 3,959灯 4,046灯
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③緑のカーテン講座、緑のカーテンコンテストの開催（二酸化炭素（CO2）排出量の削減） 

窓やベランダに、つる性植物でカーテンのように覆うと、建物への日差しを遮ったり、

室内の温度上昇を抑えられ、快適に過ごすことができると同時に冷房代の節約になります。 

 平成21年度から「緑のカーテン講座」を開催し、平成25年度は65名の参加がありました。 

また、平成24年度から緑のカーテンに取り組む方の意欲につなげるため、緑のカーテン

コンテストを開催しました。コンテスト参加者より、来年は他の方にも種を配り、更に緑

のカーテンの取り組みを広げていきたいとのコメントがありました。 

 
（表Ⅱ－７） 緑のカーテン講座及び緑のカーテンコンテスト参加者数 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

緑のカーテン講座（人） 49 80 117 87 65 

緑のカーテン 

コンテスト 

個人（件）    3 9 

団体（件）    7 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④はつかいち環境フェスタ 2013（地球温暖化防止についての意識啓発） 

 平成 22年度までは、物のリサイクルを主目的とした「リサイクルフェスタはつかいち」

を開催していましたが、平成 23年度からは新たに環境について楽しく学べる、参加体験

型の環境イベントとして、「はつかいち環境フェスタ」として開催しました。 

日 時   ：平成 25年 10月 6日（日） 

場 所   ：廿日市市スポーツセンター サンチェリー及びその周辺 

来場者数  ：約 2000人 

参加団体数：約 30団体 

主な内容  ：エコレストランや電気自動車等のエコカーの展示 

             環境啓発に関するブース及びフリーマーケットなど 
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（５）環境保全活動  

①はつかいちキッズ・エコチャレンジ事業の実施（環境学習の推進） 

平成 22年度に始まった本事業は、児童生徒が学校や地域の環境課題に対して主体的に

取り組んでいこうとする活動企画を支援しています。平成 25年度は小・中学校合わせて

29 校が実施し、学校の緑化活動や地域の清掃活動、堆肥づくり、環境調査活動など環境

問題や環境保全へ目を向けた取り組みを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②環境講座等の実施（環境学習の推進） 

小学生を対象として、生物や植物と触れ合う体験学習「水辺・里山教室」(12校)と地球

温暖化の原因と影響について考え、学習する「地球温暖化防止教室」(8校)、「親子対象

環境学習」を開催しました。 

また、市民センターでは、地球温暖化について考えるきっかけづくりとしてエコカフェ

(7施設)を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③はつかいち環境アドバイザー養成講座（人材の育成と活用） 

   平成24年度から、環境に関する基礎知識を習得し、地域でのボランティアとして環境

に関する啓発活動を実践する人材を育成するため、はつかいち環境アドバイザー養成講

座を開催しました。平成25年度は、7名の受講生が課程を修了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原環境探検隊）原小学校 （みんなの宮島学園クリーンプロジェクト）宮島小・中学校 
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④市内一斉清掃等（協働による地域活動） 

公衆衛生推進協議会主催のもと、市内の一斉清掃等が実施されています。平成25年度の

一斉清掃等参加者数は31,545名で、平成24年度27,600名と比較して多い参加者数でありま

した。平成25年度の地域別一斉清掃等参加者数は（表Ⅱ－８）のとおりです。 

 

（表Ⅱ－８）     平成25年度の地域別一斉清掃等参加者数   

地域 廿日市 佐伯 吉和 大野 宮島 合計 

参加者数 12,085 2,200 320 16,440 500 31,545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 率先実行計画 

 

（１）目的 

本市は、事業者として多くの事業を行うとともに、消費者として多くの資材、製品を消 

費しています。率先実行計画は、このような現状を踏まえ、行政が事業者・消費者として、

環境保全に向けた取組を率先して実行するための計画を定めたものです。 

 

（２）計画の対象 

   市役所及びその他出先機関を対象としています。 

 

（３）率先実行計画の主要な取組 

ア 環境に配慮した物品等の購入 

 ①グリーン購入の推進 

 ○環境やリサイクルに配慮した商品の率先購入・利用促進 

 

イ 環境に配慮した事務所の創造 

①省エネルギー・新エネルギーの推進 

 ○節電の推進（数値目標：電気使用量5％以上削減） 

   ・昼休憩時の消灯の推進 

   ・市役所本庁舎のエレベーター3基のうち1基を運転停止 
   ・毎週水曜日の定時退庁日は18時に庁内一斉消灯の実施 

 

 ②省資源の推進 

  ○節水の推進（数値目標：水道使用量2％以上削減） 

  ○事務用紙の使用量削減（数値目標：コピー用紙使用量10％以上削減） 

   ・文書事務の電子化を実施 
  ○公用車の使用燃料の削減（数値目標：ガソリン使用量10％以上削減） 

      ○二酸化炭素排出量の削減（数値目標：CO2排出量10％削減） 

 

 ③廃棄物の適正処理の推進 
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 ④庁内美化の推進 

  ○2S（整理・整頓）活動の実施 

    

ウ 環境に配慮した庁外活動の推進 

     ①庁外移動時の環境への配慮 

      ○アイドリングストップなどのエコドライブ運動の実施 

      ○近隣への移動は、自転車を活用 

     ②庁外活動時の環境への配慮 
    

エ 庁外3Rの推進 

     ①リデュース（Reduce）の推進（排出抑制、ごみを出さない） 

      ○両面複写の推進、ミス複写の削減 

 

     ②リユース（Reuse）の推進（再使用、繰り返し使う） 
      ○使用済み封筒などの再使用 

      ○裏紙利用の推進 

      ○フラットファイルの再使用 

 

     ③リサイクル（Recycle）の推進（再生利用、再生して使う） 

      ○庁舎内でのごみの分別徹底 

      ○古紙分別回収の推進 

 

（４）率先実行計画の進捗状況 

  平成25年度の状況は、表Ⅱ－１０、図Ⅱ－１のとおりであり、市役所本庁舎、各支所及

び出先機関等（ただし、指定管理者制度の施設は除く。）を対象に集計し、平成18年度を

基準年として比較しています。これによると、電気使用量は、-5％以上の目標に対し 

＋22.8％、水道使用量は-2％以上の目標に対し-5.7％、ガソリン使用量は-10％以上の目標

に対し-16.8％、コピー用紙使用量は-10％以上の目標に対し＋18.8％、再生紙の利用率 

100％維持の目標に対し97％、二酸化炭素排出量は-10％以上の目標に対し＋16.1％となっ

ています。 

 

    また、平成5年度から庁舎などで機密文書以外の不用紙類（古紙類）を毎月回収し古紙

引取業者に資源物として売り渡しています。古紙類回収量は（表Ⅱ－９）のとおりです。

古紙類回収量は、概ね年間30t前後で推移しています。 

 

（表Ⅱ－９） 古 紙 類 回 収 量 

（単位：ｋｇ） 

年度 雑誌 白紙(再生紙) 新聞･チラシ類 段ボール 合計 

平成21年度 10,770 8,440 3,490 3,110 25,810 

平成22年度 10,860 6,960 6,780 3,220 27,820 

平成 23年度 10,950 9,070 4,020 3,310 27,350 

平成 24年度 13,470 9,750 6,210 4,160 33,590 

平成 25年度 14,870 9,040 2,720 3,460 30,090 
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